
　　金融機関ごとに運用上限額を設定
　　（運用上限額は、１金融機関あたり本市運用総額の２０％以下の額）

　　運用先金融機関の選定方法フロー図

【運用総額に残額が発生する場合】
　入札したが選定されなかった金融
　機関へ残額の金額で再入札依頼

　再入札締切り
　※ 運用開始日の４開庁日前の
　　 午前１０：３０締切り

　提示利息が高い金融機関の順に、
　運用総額を超えない範囲で選定
　※ 最終順位が同一利息額の場合は
　　 抽選により選定

　　入札締切り
　　※ 運用開始日の６開庁日前の午前１０：３０締切り

　　各金融機関へ入札依頼（見積り合せ）
　　※ 運用開始日の８開庁日前までに依頼書をＦＡＸで送信

　各金融機関へ預金
　（残額が発生する場合は、残額を
　指定金融機関へ預金）

　　各金融機関からの提示金額
　　の合計額が運用総額
　　以下の場合

　各金融機関へ預金
　（残額が発生する場合は、残額を
　指定金融機関へ預金）

　　　各金融機関からの提示金額
　　　　の合計額が運用総額を
　　　　　超える場合

　提示金利が高い金融機関の順に、
　運用総額を超えない範囲で選定
　※ 最終順位が同一金利の場合は
　　 抽選により選定

各金融機関からの

提示金額の合計額が

運用総額を超える場合

各金融機関からの

提示金額の合計額が

運用総額以下の場合


